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告 
 

示 

 
 

埼
玉
県
議
会
平
成
二
十
六
年
十
二
月
定
例
会
に
お
い
て
議
決
さ
れ
た
平
成
二
十
六
年
度
埼
玉

県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
五
号
及
び
第
六
号
）
を
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

七
号
）
第
二
百
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
一
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

       

埼
玉
県
告
示
第
一
号



 

 

      平成２６年度埼玉県一般会計補正予算（第５号） 

 平成２６年度埼玉県一般会計の補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,527,816千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,796,826,629千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。  

 （継続費の補正） 

第２条 継続費の追加及び変更は、「第２表継続費補正」による。 

 （地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表地方債補正」による。 



 

第１表 歳入歳出予算補正 

 歳  入 （単位 千円）  

 款 項  補 正 前 の 額    補 正 額   計 

9 

 

国 庫 支 出 金 

 

 

 

   185,592,492  2,383,824  187,976,316  

1 国 庫 負 担 金  108,430,908  1,462,835  109,893,743  

2 国 庫 補 助 金  70,935,295  920,989  71,856,284  

10 財 産 収 入     11,100,129 

 

 3,118  11,103,247  

   1 財 産 運 用 収 入  7,118,985  3,118  7,122,103  

12 繰 入 金     89,948,335  93,946  90,042,281  

2 基 金 繰 入 金  86,387,412  93,946  86,481,358  

13 繰 越 金     737,116  1,222,928  1,960,044  

1 繰 越 金  737,116  1,222,928  1,960,044  

15 県 債     344,259,000  △176,000  344,083,000  

1 県 債  344,259,000  △176,000  344,083,000  

歳 入 合 計  1,793,298,813  3,527,816  1,796,826,629 
 

  



 

 歳  出 （単位 千円）  

 
款 項  補 正 前 の 額    補 正 額   計 

2 総 務 費     125,144,094  8,895  125,152,989  

   8 防 災 費  4,663,086  8,895  4,671,981  

4 衛 生 費     52,008,432  3,744,315  55,752,747  

   1 公 衆 衛 生 費  27,209,476  93,946  27,303,422  

4 医 薬 費  9,995,278  3,650,369  13,645,647  

9 警 察 費     139,089,371  △225,394  138,863,977  

   1 警 察 管 理 費  128,469,440  △225,394  128,244,046  

歳 出 合 計  1,793,298,813  3,527,816  1,796,826,629  
    
  



 

第２表 継続費補正 

 追  加                                                       （単位 千円） 

款 項  事 業 名    総 額   年 度   年 割 額   

 2  総 務 費   8 防 災 費   
県庁舎非常用都市ガス発電機等整 
 

備事業費 

 1,258,854   

 
平 成 2 6 年 度 

 

平 成 2 7 年 度 
 

平 成 2 8 年 度 
 

 

8,895 
 

333,248 
 

916,711 

 

 

 

  変  更                                                      （単位 千円） 

 

 

款 項  事  業  名  
 補 正 前   補 正 後  

総 額  年 度  年 割 額  総 額  年 度  年 割 額  

 

9 警 察 費 1 警察管理費  
大宮警察署等庁舎 
 

建設費 
 

平 成 2 2 年 度 

平 成 2 

6,050,421 

平 成 2 5 年 度 

平 成 2 6 年 度 

  

平成 2 6年度 

平成 2 7年度 

平成 2 8年度 

 

 

466,787 

2,254,916 

3,328,718 

 

 

平 成 2 2 年 度 

平 成 2 3 年 度 

6,050,421 

平 成 2 5 年 度 

平 成 2 6 年 度 

  

平成 2 6年度 

平成 2 7年度 

平成 2 8年度 

平成 2 9年度 

 

241,393 

1,093,359 

3,194,015 

1,521,654 

 

 

 

 

 



 

第３表 地方債補正 

変  更                                                                                                         （単位 千円） 

起 債 の 目 的 
補      正      前 補      正      後 

限 度 額 起債の方法 利  率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利  率 償還の方法 

 

警察署庁舎建設事業   1,469,000   

普通貸借又は証券

発行（他の地方公

共団体との共同発

行を含む。）。た 

だし、発行価格が

額面金額を下回る

ときは、その発行

価格差減額をうめ

るため必要な金額

を限度額に加算し

た金額とすること

ができる。    

  10％以内。ただ

し、利率見直し 

方式で借り入れ

る資金につい 

て、利率の見直 

しを行った後に

おいては、当該 

見直し後の利率

とする。 

  政府資金について

はその融通条件に

より、銀行その他

の場合はその債権

者と協定した融通

条件による。ただ

し、県財政の都合

により据置期間を

短縮し、若しくは

繰上償還又は低利

に借り換えること

ができる。 

  

1,293,000 

      

 

 

   
 

 

（  補正前に同じ。） 



 

 

      平成２６年度埼玉県一般会計補正予算（第６号） 

 平成２６年度埼玉県一般会計の補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ690,914千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,797,517,543千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。  

 （繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表繰越明許費補正」による。 

 （地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表地方債補正」による。 



 

第１表 歳入歳出予算補正 

 歳  入 （単位 千円）  

 款 項  補 正 前 の 額    補 正 額   計 

12 繰 入 金     90,042,281  172,773  90,215,054  

2 基 金 繰 入 金  86,481,358  172,773  86,654,131  

13 繰 越 金     1,960,044  141  1,960,185  

1 繰 越 金  1,960,044  141  1,960,185  

15 県 債     344,083,000  518,000  344,601,000  

1 県 債  344,083,000  518,000  344,601,000  

歳 入 合 計  1,796,826,629  690,914  1,797,517,543 
 

 

  

 歳  出 （単位 千円）  

 

 

 

 
款 項  補 正 前 の 額    補 正 額   計 

8 土 木 費     108,650,689  690,914  109,341,603  

   4 都 市 計 画 費  16,454,636  690,914  17,145,550  

歳 出 合 計  1,796,826,629  690,914  1,797,517,543  



 

    

第２表 繰越明許費補正                                                                                         

 追  加                                                      （単位 千円） 

款 項  事 業 名   金 額  

8 土 木 費 
 
4 都 市 計 画 費   新たな森建設費  

349,720  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第３表 地方債補正  

変  更                                                                                                         （単位 千円） 

起 債 の 目 的 
補      正      前 補      正      後 

限 度 額 起債の方法 利  率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利  率 償還の方法 

 

県 単 独 公 園 事 業   1,634,000   

普通貸借又は証券

発行（他の地方公

共団体との共同発

行を含む。）。た 

だし、発行価格が

額面金額を下回る

ときは、その発行

価格差減額をうめ

るため必要な金額

を限度額に加算し

た金額とすること

ができる。    

  10％以内。ただ

し、利率見直し 

方式で借り入れ

る資金につい 

て、利率の見直 

しを行った後に

おいては、当該 

見直し後の利率

とする。 

  政府資金について

はその融通条件に

より、銀行その他

の場合はその債権

者と協定した融通

条件による。ただ

し、県財政の都合

により据置期間を

短縮し、若しくは

繰上償還又は低利

に借り換えること

ができる。 

  

2,152,000 

      

 

 

   
 

 

   

                                                                      

（  補正前に同じ。） 



告 
 

示 

 
 

埼
玉
県
議
会
平
成
二
十
六
年
十
二
月
定
例
会
に
お
い
て
認
定
の
議
決
を
経
た
平
成
二
十
五
年
度

埼
玉
県
の
一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
決
算
並
び
に
平
成
二
十
五
年
度
埼
玉
県
公
営
企
業
会
計
決
算

並
び
に
こ
れ
ら
に
係
る
埼
玉
県
監
査
委
員
の
審
査
意
見
を
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
一
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

       

埼
玉
県
告
示
第
二
号



































































































































































 

平成２５年度 

 

埼玉県歳入歳出決算審査意見書 
 

 

 

 

 

 

 

 

埼 玉 県 監 査 委 員 























































 

平成２５年度 

 

埼玉県公営企業会計決算審査意見書 
 

 

 

 

 

 

 

 

埼 玉 県 監 査 委 員 











































































































告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
及
び
役
員
名
簿
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二

月
間
、
県
民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
南
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え

置
く
方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（h

ttp://www.saitamaken-npo.net/
）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
一
月
六
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
セ
カ
ン
ド
リ
ー
グ
埼
玉 

三 

代
表
者
の
氏
名 

中 

島 

康 

夫 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

（
変
更
前
）
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
南
区
白
幡
五
丁
目
十
七
番
一
号 

（
変
更
後
）
埼
玉
県
蕨
市
中
央
四
―
二
十
二
―
四
平
田
マ
ン
シ
ョ
ン
一
階 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
地
域
貢
献
の
た
め
の
組
織
と
し
て
、
事
業
に
よ
る
地
域
の
課
題
の
解
決
を
目

指
し
ま
す
。
自
ら
も
地
域
事
業
活
動
を
行
い
、
ま
た
県
内
で
地
域
貢
献
の
た
め
の
起
業
を
目
指

す
人
や
団
体
、
地
域
活
動
の
活
性
化
を
目
指
す
人
や
団
体
の
支
援
を
行
い
ま
す
。
個
人
や
団
体

の
機
能
の
充
実
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
活
動
の
場
を
広
げ
て
い
き
ま
す
。 

埼
玉
県
告
示
第
三
号



告 
 

示 

 
 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
埼
玉
会
館
及
び
彩
の
国
さ
い
た
ま
芸
術
劇
場
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
一
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

公
益
財
団
法
人
埼
玉
県
芸
術
文
化
振
興
財
団 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
中
央
区
上
峰
三
丁
目
十
五
番
一
号 

二 

指
定
の
期
間 

 
 

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 

埼
玉
県
告
示
第
四
号



告 
 

示 

  
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
埼
玉
県
立
児
童
養
護
施
設
お
お
里
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
一
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

社
会
福
祉
法
人
埼
玉
県
社
会
福
祉
事
業
団 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
嵐
山
町
古
里
千
八
百
四
十
八
番
地 

二 

指
定
の
期
間 

 
 

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

埼
玉
県
告
示
第
五
号



告 
 

示 

  
第
四
十
五
期
埼
玉
県
労
働
委
員
会
委
員
の
任
期
が
平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
一
日
を
も
っ
て
満

了
す
る
た
め
、
労
働
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二
十
一
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
次
期
労
働
者
委
員
候
補
者
及
び
使
用
者
委
員
候
補
者
の
推
薦

を
求
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
一
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

推
薦
資
格 

イ 

労
働
者
委
員
候
補
者
を
推
薦
で
き
る
も
の 

埼
玉
県
の
区
域
内
の
み
に
組
織
を
有
し
、
労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十

四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
及
び
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
適
合
す
る
労
働
組

合
と
す
る
。 

 

ロ 

使
用
者
委
員
候
補
者
を
推
薦
で
き
る
も
の 

埼
玉
県
の
区
域
内
の
み
に
組
織
を
有
す
る
使
用
者
団
体
と
す
る
。 

二 

被
推
薦
者
資
格 

 
 

法
第
十
九
条
の
四
第
一
項
の
欠
格
条
項
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。 

三 

推
薦
手
続 

 
 

 

イ 

労
働
者
委
員
候
補
者
を
推
薦
し
よ
う
と
す
る
労
働
組
合
は
、
推
薦
書
及
び
略
歴
書
に
、
当
該

労
働
組
合
が
法
第
二
条
及
び
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
適
合
す
る
旨
の
埼
玉
県
労
働
委
員
会

の
証
明
書
を
添
付
し
て
提
出
す
る
こ
と
。 

 

ロ 

使
用
者
委
員
候
補
者
を
推
薦
し
よ
う
と
す
る
使
用
者
団
体
は
、
推
薦
書
及
び
略
歴
書
を
提

出
す
る
こ
と
。 

四 

推
薦
期
間 

 
 

平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日
（
金
）
か
ら
同
年
二
月
九
日
（
月
）
ま
で 

五 

推
薦
に
必
要
な
書
類
の
提
出
先 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
勤
労
者
福
祉
課 

  

埼
玉
県
告
示
第
六
号



告 
 

示 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
埼
玉
県
み
ど
り
の
村
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
一
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

株
式
会
社
髙
橋
造
園 

 
 

埼
玉
県
秩
父
郡
小
鹿
野
町
下
小
鹿
野
二
十
七
番
地 

二 

指
定
の
期
間 

 
 

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

   

埼
玉
県
告
示
第
七
号



告 
 

示 

 
 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
長

町
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
一
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

長

町 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
二
級
基
準
点
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

本
野
上
地
区
、
長

地
区
、
井
戸
地
区 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
七
年
一
月
五
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日
ま
で 

      

埼
玉
県
告
示
第
八
号



告 
 

示 

 
 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
桶
川
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
一
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

桶
川
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
空
中
写
真
撮
影 

地
上
解
像
度
：
十
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

桶
川
市
全
域
（
二
十
五
・
二
六
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
） 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
五
日
ま
で 

      

埼
玉
県
告
示
第
九
号



告 
 

示 

 
 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
熊
谷
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
一
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

熊
谷
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
空
中
写
真
撮
影
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

熊
谷
市
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
日
ま
で 

      

埼
玉
県
告
示
第
十
号



告 
 

示 

 
 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
北
本
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
一
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

北
本
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
空
中
写
真
撮
影 

地
上
解
像
度
：
十
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

北
本
市
全
域
（
十
九
・
八
四
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
） 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
五
日
ま
で 

      

埼
玉
県
告
示
第
十
一
号



告 
 

示 

  
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
の
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
一
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

一 

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

 

東
松
山
都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針 

 

二 

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域 

 
 

 

東
松
山
都
市
計
画
区
域
の
区
域 

 

三 

都
市
計
画
の
変
更
の
案
の
縦
覧
場
所 

 

埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
、
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
、
東
松
山
市
都
市

整
備
部
ま
ち
づ
く
り
住
宅
課
、
嵐
山
町
ま
ち
づ
く
り
整
備
課
、
滑
川
町
建
設
課
、
吉
見
町
ま

ち
整
備
課 

 

四 

縦
覧
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
七
年
一
月
六
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
一
日
ま
で 

 

埼
玉
県
告
示
第
十
二
号



告 
 

示 

  
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
の
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
一
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

一 

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

 

東
松
山
都
市
計
画
区
域
区
分 

 

二 

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域 

 
 

イ 

市
街
化
区
域
に
変
更
す
る
土
地
の
区
域 

 
 

 
 

東
松
山
市
大
字
松
山
字
藤
曲
、
字
仲
田
町
の
各
一
部 

 
 

ロ 

市
街
化
調
整
区
域
に
変
更
す
る
土
地
の
区
域 

 
 

 
 

な
し 

 

三 

都
市
計
画
の
変
更
の
案
の
縦
覧
場
所 

 

埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
、
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
、
東
松
山
市
都
市

整
備
部
ま
ち
づ
く
り
住
宅
課
、
嵐
山
町
ま
ち
づ
く
り
整
備
課
、
滑
川
町
建
設
課
、
吉
見
町
ま

ち
整
備
課 

 

四 

縦
覧
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
七
年
一
月
六
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
一
日
ま
で 

 

埼
玉
県
告
示
第
十
三
号



告 
 

示 

 
 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
大
宮
公
園
の
一
部
の
区
域
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
一
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
公
園
緑
地
協
会
・
埼
玉
県
造
園
業
協
会
グ
ル
ー
プ 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
高
鼻
町
四
丁
目
百
三
十
番
地 

二 

管
理
す
る
区
域 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
寿
能
町
及
び
堀
の
内
町
並
び
に
見
沼
区
大
和
田
町
地
内 

三 

指
定
の
期
間 

 
 

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

埼
玉
県
告
示
第
十
四
号



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
一
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
一
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

橘 
 

 

裕 

子 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
二
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
六
○
○
四
四
二
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
五
日 

 
 

川
建
セ
第
二
六
○
一
二
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川
町
月
の
輪
五
丁
目
十
九
番 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

東
京
都
西
東
京
市
東
伏
見
三
丁
目
六
番
十
九
号 

 
 

タ
ク
ト
ホ
ー
ム
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

山
本
重
穂 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
一
号 

 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ

り
、
道
路
の
位
置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
一
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

井 

野 

良 

明 
 

 
 

  



 

第
秩
‐
一
号 

指
定
番
号 

建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
五
号 

指

定

に

係

る 

道

路

の

種

類 

平
成
二
十
六
年
八
月

二
十
八
日 

指
定
の
年
月
日 

埼
玉
県
秩
父
郡
皆
野
町
大
字
皆
野
字
下
富
沢
千
八
百
十
三
番

三 指

定

に

係

る

道

路

の

位

置 

二
十
・
七
四
メ
ー
ト
ル 

指

定

に

係

る 

道

路

の

延

長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

五
・
○
○
メ
ー
ト
ル 

指

定

に

係

る 

道

路

の

幅

員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
二
号 

 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ

り
、
道
路
の
位
置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
一
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

井 

野 

良 

明 

 



 

第
秩
‐
二
号 

指
定
番
号 

建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
五
号 

指

定

に

係

る 

道

路

の

種

類 

平
成
二
十
六
年
十
一

月
十
三
日 

指
定
の
年
月
日 

埼
玉
県
秩
父
郡
小
鹿
野
町
小
鹿
野
字
篭
関
二
千
六
百
二
十
一

番
五
、
二
千
六
百
十
七
番
八 

指

定

に

係

る

道

路

の

位

置 

二
十
六
・
三
九
九
メ
ー
ト

ル 指

定

に

係

る 

道

路

の

延

長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

六
・
○
○
メ
ー
ト
ル 

指

定

に

係

る 

道

路

の

幅

員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



正 
 

誤 

 
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
七
十
五
号
（
平
成
二
十
六
年
十
二
月
九
日
第
二
千
六
百
五
十
三
号
）
中

訂
正 

 

ペ
ー
ジ  

行 

一 
  

 

前
か
ら
十
四 

 

誤 株
式
会
社
ベ
ル
ク 

 

正 株
式
会
社
ベ
ル
ク 

代
表
取
締
役 

大
島
孝
之 

 

ペ
ー
ジ  
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